
 
 

常葉大学専任教員（刑法）公募要領 
 
１．募集人員： １名（教授）  

 
２．所属学部： 法学部法律学科 
 
３．専門分野： 刑事法（刑法） 
 
４．授業担当科目： 刑法１（刑法総論１）、刑法 2（刑法総論 2）、刑法 3（刑法各論１）、 

刑事法特殊講義（刑法各論 2）、外国法（ドイツ法またはフランス法）など 
（その他、原則として教養教育科目を担当していただきます） 

５．応募資格： 
（１）本学の教育方針を理解し、教育研究等に熱意のある者 
（２）博士 

大学院博士（後期）課程を修了された方、あるいはそれと同等の能力および 
刑法分野で顕著な業績を有する方。   

注 採用後は、静岡市又は静岡市周辺に居住することを原則とします。 
 
６．採用時期： 2027 年４月１日 
 
７．応募書類： 
（１）履歴書 （別紙様式：常葉大学ホームページの「採用情報」からダウンロードしてください。） 
（２）教育研究業績等調書 （同 上） 

ア．教育上の能力に関する事項 
「１．教育方法の実践例」「２．作成した教科書、教材」「３．教育上の能力に関する大学 
等の評価」「４．実務の経験を有する者についての特記事項」について、該当する業績・実 
績を記載してください。 

   イ．職務上の実績に関する事項 
実務経験を有する方は、「１．資格、免許」「２．特許等」「３．実務の経験を有する者につ 
いての特記事項」「４．その他」について、該当する実績をできるだけ詳しく記載してく 
ださい。 

   ウ．研究業績等に関する事項 
研究業績は「著書」「学術論文」「その他」に区分し、書名、論文名、単著・共著の別、掲 
載誌名、出版社（発行所）、発行年月、頁数、査読の有無等を記載してください。概要には 
当該著書等の要旨を日本語２００字程度で記入し、共著の場合には本人の担当部分を明記 
するとともに、本人の氏名（下線を付すこと）を含め著作者全員の氏名を記載された順に 
記入してください。（実務経験を有する方の場合は、必須ではありません） 



 
（３）過去５年程度の主要な論文３編の別刷り又はコピー 
   （実務経験を有する方の場合は、必須ではありません） 
（４）これまでの教育研究実績または実務実績に基づく着任後の教育方針・研究計画（1,500 字  

程度） 
（５）「刑法総論」および「刑法各論」を教えるにあたっての授業概要（シラバス） 

「刑法 1（総論 1）」、「刑法 2（総論 2）」、「刑法 3（各論 1）」、「刑事法特殊講義（刑法各論 2）」      
［各 15 回分の授業計画］。様式は自由です。 
 

８．応募期限： 2026 年 8 月 31 日  
 
９．応募書類提出先： 〒〒420-0831 静岡市葵区水落町１− 30 
   常葉大学 静岡水落キャンパス 事務局 

※封筒に「専任教員応募書類（刑法）在中」と朱書きし、簡易書留（レターパック可）で 
送付してください。 

 
１０．選考方法等 

（１）第一次審査    書類審査  
必要に応じて面談（模擬授業を実施していただくこともあります。） 

（２）第二次審査  面接審査 
※第一次審査の面談及び第二次審査の面接審査に当たっての交通費等の費用は、応募者の負担と 
なりますので、ご了承願います。 

 
１１．勤務条件等  
（１）勤務時間及び給与等の勤務条件 

学校法人常葉大学就業規則及び常葉大学職員給与規程等による。 
（２）勤務地 

静岡市 静岡水落キャンパス 
なお、採用後、異動することや他キャンパスでの授業を担当していただくこともあります。 

（３）社会保険等 
私立学校共済等に加入します。 

 
１２．問い合わせ先： 常葉大学法学部 学部長 伊藤 隆史 
           E-mail：itoryushi@sz.tokoha-u.ac.jp 
１３．その他： 
 （１）応募に際して提出された応募書類は、原則として返却いたしません。 
（２）個人情報に関しては適正に管理し、選考以外の目的には使用いたしません。 
（３）提出書類に虚偽の記載があった場合、採用後であっても採用を取り消すことがあります。 
（４）敷地内禁煙（屋外に喫煙場所設置）です。 


